
調査の概要 
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12.1%

中原区
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宮前区

14.9%
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14.7%
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無回答
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N = 1,069

川崎市人権に関する市民意識調査報告書＜概要版＞ 
令和３（２０２１）年５月 

川崎市では、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、全ての人が互いに認め合い、人権が

尊重され、自立した市民として共に暮らしていくことができる「多文化共生社会」の実現に向けてさ

まざまな取組を進めています。令和元（２０１９）年１２月には、「川崎市差別のない人権尊重のまち

づくり条例」を制定し、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生き

と暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進しています。 

「人権に関する市民意識調査」は、市民の人権意識などを把握し、施策の検討等に活用するため、

５年ごとに実施しています。今回は、令和２（２０２０）年１２月に調査を実施し、調査結果を報告

書に取りまとめました。この概要版では、その中から主なものを紹介します。 

なお、今回の調査では、幅広い人権課題全体の状況を把握し、各分野の施策の推進に活用するため

に、人権課題ごとに質問を整理するなど、前回までの調査と質問を大きく変えています。 

調査の目的 

本調査は、人権に関する市民の意識を把握し、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個

人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくための

基礎資料として活用することを目的とする。 

調査対象 

川崎市在住の満２０歳以上の方２，５００人 

抽出方法 

住民基本台帳から無作為抽出 

調査期間 

令和２（２０２０）年１２月７日～令和３（２０２１）年１月７日 

回収結果 

配布数 有効回答数 有効回答率 

２，５００通 １，０６９通 ４２．８％ 

回答者の内訳 

 回答者の内訳は、次のとおり。 

20～29歳

9.0%

30～39歳

12.2%

40～49歳

18.1%

50～59歳

20.0%

60～69歳

14.2%

70～79歳

15.2%

80歳以上

7.6%

無回答

3.6%

N = 1,069

【居住区別】 【年齢別】

男性

43.1%
女性

53.1%

その他

0.1%

無回答

3.6%

N = 1,069

【性別】
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そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

川崎市の状況について

子どもの人権について

「川崎市では、一人ひとりの人権が尊重されていると感じるか」と「川崎市では、一人ひとりが互

いに違いを認め合い、共に暮らしていける社会になっていると思うか」について尋ねた質問では、と

もに「どちらともいえない」が最も高く、次いで「そう思う」が高くなっている。また、性別でみる

と、男女で大きな差は見られない。

○川崎市では、一人ひとりの人権が尊重されていると感じるか。

【性別】 

○川崎市では、一人ひとりが互いに違いを認め合い、共に暮らしていける社会になっていると思うか。 

【性別】 

子どもに関することで、人権上、特に問題

だと思うことは何かを尋ねた質問では、「仲

間はずれや無視、暴力やいやがらせなどの

いじめをすること」が 64.3％と最も多く、

次いで「親などがしつけと称して子どもに

暴力を加えたり、育児放棄（ネグレクト）な

どをして虐待すること」が 62.8％、「子ども

の将来がその生まれ育った環境によって左

右されたり、貧困が世代を超えて連鎖した

りすること」が 39.9％となっている。 

N =

男性 461

女性 568
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そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

N =

1,069 28.8 37.6 8.9 22.3 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

1,069 24.4 39.4 13.7 20.2 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N = 1,069 ％

仲間はずれや無視、暴力やいやが

らせなどのいじめをすること

いじめをしている人やいじめられてい

る人を見て見ぬふりをすること

教師が子どもを殴るなど体罰を加え

ること

親などがしつけと称して子どもに暴

力を加えたり、育児放棄（ネグレクト）

などをして虐待すること

子どもの将来がその生まれ育った環

境によって左右されたり、貧困が世

代を超えて連鎖したりすること

大人が子どもの意見を無視したり、

大人の考えを押しつけること

児童買春や児童ポルノなど

その他

特にない

わからない

無回答

64.3

31.9

21.0

62.8

39.9

23.2

29.8

1.5

0.4

1.0

2.3
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拉致問題について

性的マイノリティの人権について

「子どもは判断を間違うことがあるので、黙って大人の言うことを聞いていればよい」という考え

方について、どう思うかを尋ねた質問では、「そう思わない」が 48.6％と最も多く、次いで「どちら

ともいえない」が 23.1％、「どちらかといえばそう思わない」が 19.0％となっている。なお、「そう思

う」と「どちらかといえばそう思う」の合計は 5.8％である。 

性別でみると、女性の方が男性よりも「そう思わない」が 9.4 ポイント高い。 

【性別】 

拉致問題について、理解を深め、関心を

持ち続けてもらうため、効果があると思う

取組は何かを尋ねた質問では、「拉致被害

者の家族（親族）によるメッセージ動画の

放映」が 48.5％と最も多く、次いで「拉致

被害者の家族（親族）による講演会」が

47.7％、「拉致問題をテーマとした映画の

上映」が 33.3％となっている。 

「性別は、『男』又は『女』であってそれ以外はない」という考え方について、どう思うかを尋ねた

質問では、「そう思わない」が 35.3％と最も多く、次いで「どちらともいえない」が 19.8％、「どちら

かといえばそう思わない」が 12.0％となっている。なお、「そう思わない」と「どちらかといえばそ

う思わない」の合計は 47.3％である。 

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

無回答

N =

1,069

1.1

4.7 23.1 19.0 48.6 1.7 1.9
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N = 1,069 ％

拉致被害者の家族（親族）に

よる講演会

拉致問題をテーマとした舞台の
上演

拉致問題をテーマとした映画の

上映

拉致問題をテーマとしたアニメ

の上映

拉致被害者と家族の写真展

拉致被害者の家族（親族）に

よるメッセージ動画の放映

その他

特にない

わからない

無回答

47.7

6.3

33.3

28.3

18.5

48.5

11.0

3.6

11.3

1.4
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そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

無回答

N =

1,069 10.9 10.9 19.8 12.0 35.3 9.6 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3



インターネットに関する人権問題について

人権尊重のまちづくりに対する市民の理解を深めるための取組について

N =

1,069 6.1 11.1 7.5 11.8 55.6 5.7 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネットに関することで、人権上、

特に問題だと思うことは何かを尋ねた質問

では、「他人の誹謗中傷や差別的表現など、人

権を侵害する情報を掲載すること」が 73.8％

と最も多く、次いで「法規制が不十分であっ

たり、違法な情報発信者に対する監視や取締

りが十分でないこと」が 52.0％、「一度掲載

されると拡散し、完全に消去することが困難

であること」が 49.3％となっている。 

「匿名性の高いインターネット上

で、差別的な書込みが行われてしまう

ことは仕方ない」という考え方につい

て、どう思うかを尋ねた質問では、「そ

う思わない」が 55.6％と最も多く、次

いで「どちらかといえばそう思わない」

が 11.8％、「どちらかといえばそう思

う」が 11.1％となっている。なお、「そ

う思わない」と「どちらかといえばそ

う思わない」の合計は 67.4％である。 

不当な差別を解消し、人権尊重のまちづ

くりに対する市民の理解を深めるため、特

に効果があると思う取組は何かを尋ねた質

問では、「小・中学校教育の一環で説明」が

59.0％と最も多く、次いで「インターネット

や SNS 」が 43.1％、「主要駅等でのポスタ

ーの掲示」が 41.3％となっている。 

N=1,069

N = 1,069 ％

他人の誹謗中傷や差別的表現な

ど、人権を侵害する情報を掲載す

ること

出会い系サイトや裏サイト・闇サイ

トなど犯罪を誘発する場となってい

ること

事件の捜査対象になっている未成

年者の実名や顔写真を掲載するこ

と

児童ポルノの温床になっていること

一度掲載されると拡散し、完全に消

去することが困難であること

インターネットやSNS 上で人権侵

害を受けた人のための相談・支援

体制が十分でないこと

法規制が不十分であったり、違法

な情報発信者に対する監視や取

締りが十分でないこと

その他

特にない

わからない

無回答

73.8

38.0

17.2

15.1

49.3

19.4

52.0

1.0

1.1

2.8

1.6
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そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

無回答

N = 1,069 ％

市や県の広報紙での広報

リーフレットの配布

図書館、市民館等でのポスター
の掲示

主要駅等でのポスターの掲示

その他掲示物（立看板・懸垂幕
など）の掲示

講演会・研修会・イベントの開催

小・中学校教育の一環で説明

インターネットやSNS

その他

特にない

わからない

無回答

38.2

20.3

6.3

41.3

9.3

22.1

59.0

43.1

3.3

2.0

4.6

1.1

0 20 40 60 80 100

川崎市 市民文化局 人権・男女共同参画室 ＴＥＬ：044-200-2316 ＦＡＸ：044-200-3914 
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